
「国の専権」より地方自治権の方が強い

2017年 5月 20日　FBページ「I Love いしがき」に投稿

　5月20日付八重山毎日新聞のコラム「不連続線」です。
http://www.y-mainichi.co.jp/news/31653/

　「国の専権事項」なんて、どの法律にも書いてありません。逆に、憲法、地方自治法は、
はっきりそれを否定しています。本当は、地方自治の権利の方が強いのです。それが分
かっているから、防衛省は、何とか「市のご了承を」と懸命になっています。「市長選の
結果次第では白紙撤回も」と心配しながら。

　だから、市長の「決断」は本当に重いのです。「国が決めたからね」という言い逃れは
通用しません。選挙民は、はっきり見ています。
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